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議案第３２号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和 ５ 年 ５ 月２９日 提出 

 

境港市長 伊 達 憲 太 郎 

 

 

記 

 

 

１ 工 事 名   水木しげる記念館再整備事業建設工事 

 

２ 工 事 場 所   境港市本町５番地 

 

３ 契 約 の 相 手 方   水木しげる記念館再整備事業建設工事 

美保テクノス・リンクス特定建設工事共同企業体 

代表者 鳥取県米子市昭和町２５番地 

美保テクノス株式会社 

代表取締役社長 野津 健市 

 

４ 契 約 金 額   ６０７,７５０,０００円 

 

５ 契約締結の方法   随意契約 

 



- 5 - 

 

（参  考） 

 

 

工 事 の 概 要 

 

 

１．工 事 名   水木しげる記念館再整備事業建設工事 

 

２．工 事 内 容   水木しげる記念館再整備事業建設工事一式 

               ・本体工事 

                 構 造 鉄骨造２階建て  

建築面積   894.44㎡ 

                 延床面積 1,688.96㎡ 

               ・公衆トイレ改修 

               ・外構工事 

 

３．工事完成(予定)年月日   令和６年１月31日 
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（参  考） 
 

配 置 図 
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（参 考） 
 

平 面 図 
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（参 考） 
 

平 面 図 
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（参  考） 
 

立 面 図 
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（参  考） 
 

立 面 図 

 

  



- 11 - 

 

（参 考） 

 

 

地方自治法（抜粋） 

 （議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

（１） 

～     （省 略） 

（４） 

（５）その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結す

ること。 

（以下省略） 

 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、議会

の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,000万円以上の工事又は製

造の請負とする。 


